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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2011-86275(P2011-86275A)
【公開日】平成23年4月28日(2011.4.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-017
【出願番号】特願2010-44944(P2010-44944)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｔ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   9/07     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｔ   5/00    １００　
   Ｈ０４Ｎ   5/232   　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   9/07    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   1/46    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月22日(2013.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　なお、低輝度領域１２における長時間露光によって得られる電荷蓄積量（Ｓａ）に基づ
く電気信号と、高輝度領域１１における短時間露光によって得られる電荷蓄積量（Ｓｂ）
に基づく電気信号とに基づいて画素値を決定する際は、同一時間露光を行なった場合の推
定電荷蓄積量またはその推定電荷蓄積量に対応する電気信号出力値を算出して、算出した
結果に基づいて画素値レベルを決定する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　特許文献２（特開２００８－２２７６９７号公報）は、そのような画像について補正を
実行し、画素の階調不良や偽色の発生を抑制している。補正の手法を以下に示す。元の画
像の画素値をＤｖ、元の画像に対してぼかし処理を加えた画像における同位置の画素値を
Ｍｖ、としたときに、係数ａ，ｂ（ただしａ＋ｂ＝１）を適用し、偽色と判断された出力
画素の同位置の画素値［Ｒｖ］は
　［Ｒｖ］＝ａ×［Ｄｖ］＋ｂ×［Ｍｖ］
　として算出される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３７】
【図１】複数の異なる露光量の画像を合成して広いダイナミックレンジの画像を得る処理
について説明する図である。
【図２】本発明の画像処理装置の全体構成例について説明する図である。
【図３】本発明の画素値補正処理の例について説明する図である。
【図４】本発明の実施例１に係る画像処理装置の画像処理部１０４の構成および処理につ
いて説明する図である。
【図５】画像解析部の生成する偽色判定画像の例について説明する図である。
【図６】参照画素に対する重み係数を設定するために利用するガウス関数について説明す
る図である。
【図７】参照画素に対する重み係数を設定するために利用するガウス関数について説明す
る図である。
【図８】本発明の画素値補正処理の一例について説明する図である。
【図９】画素値補正処理に適用する参照画像を縮小して生成した縮小画像を利用した処理
例について説明する図である。
【図１０】本発明の実施例２に係る画像処理装置の画像処理部１０４の構成および処理に
ついて説明する図である。
【図１１】画素値補正に際して、異なるタイミングの撮影画像を適用した処理例について
説明する図である。
【図１２】本発明の実施例３に係る画像処理装置の画像処理部１０４の構成および処理に
ついて説明する図である。
【図１３】一般的な画像の縮小処理例について説明する図である。
【図１４】偽色画素を考慮し、偽色の影響を低減した画像の縮小処理例について説明する
図である。
【図１５】ガウス関数の代わりに、近似折れ線の関数を利用した重み係数の設定処理につ
いて説明する図である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　図８には、補正対象となる偽色画素２２１についての
　（ａ）補正前の画像、
　（ｂ）補正後の画像、
　これらを示している。
　図８（ａ）に示す例では、補正対象となる偽色画素２２１ａの周囲の画素を含む３×３
の画素領域を参照領域としている。
　この図８（ａ）に示す参照領域から、まず、非偽色画素（偽色判定画像（図５参照）に
おいて１の設定された画素）を選択する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
　しかしながら、このような平均値による画素値設定を行うと、偽色を含む画像の場合、
縮小画像の設定画素値に偽色の影響が残るという問題がある。そこで、本発明では、図１
４に示すように、縮小画像の作成の際に各画素について偽色の存在を考慮し、偽色の影響
を減少させた縮小画像を生成する。
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